
た
時
、
潤
流
そ
一
筋
に
疏
遇
し
た
。
そ
の
小
橋
を
一

に
道
安
橋
と
帯
す
る
は
、
小
橋
天
助
仰
の
赴
儒
道
安
が

橋
側
に
住
ん
で
ゐ
た
放
で
あ
る
。
叉
香
林
坊
橋
と
講

ず
る
は
、
高
野
山
の
宿
訪
光
林
坊
が
此
の
附
廷
に
在

っ
た
震
で
あ
る
が
、
後
器
侯
の
誌
や
-
避
け
て
番
林
坊

に
改
め
た
の
で
あ
る
と
。
こ
の
設
は
別
項
呑
林
坊
氏

の
所
俸
と
一
致
し
な
い
。

ヨ
ウ
レ
ン
ジ
光
趨
寺
河
北
郡
木
越
に
在
っ
て
、

鑓
宗
東
波
に
鴎
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た
が
、
明

治
二
年
寺
脱
を
公
務
し
た
。

ゴ

ウ

ロ

タ

合

鹿

鳳

F.郡
上
町
野
郷
に
屈
す
る

部
務
。
能
号
名
跡
志
に
、
『
合
臨
村
は
三
よ
聞
に
分
れ

て
、
纏
舎
と
て
山
の
申
に
散
村
あ
り
。
宋
輪
あ
り
て

古
探
な
り
。
叉
問
中
と
い
ふ
散
村
に
、
稿
照
寺
〈
繭

正
寺
〉
と
て
一
向
宗
の
大
寺
あ
り
。
』
と
見
え
る
。

ゴ
ウ
ロ
タ
ワ
ン
合
寵
椛
鳳
軍
部
合
鹿
で
製
し

た
も
の
。
元
疎
の
産
物
書
上
に
は
、
『
合
鹿
村
木
地
挽

申
候
。
』
と
あ
旬
、
萄
時
越
中
魚
・
樟
の
角
哲
左
衛
門
が

合
胞
に
移
住
し
、
髄
櫨
細
工
を
初
め
た
に
起
る
と
も

い
は
れ
‘
椀
・
箆
鉢
・
柄
拘
等
を
遣
っ
た
。
そ
の
純
は

直
径
七
寸
に
及
び
、
田
植
叉
は
法
曾
に
用
ひ
ら
れ
た

が
‘
明
治
末
期
か
ら
製
造
者
が
な
く
な
っ
た
。

ヨ
ウ
ワ
カ
牽
若
前
田
利
家
の
時
に
は
幸
若
の

線
大
夫
を
除
し
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
羽
咋
郡
押
水

産
上
田
村
に
舞
々
三
郎
太
夫
が
あ
っ
て
、
承
臨
ご
年

三
用
利
常
は
之
に
民
屋
政
三
百
五
十
歩
及
び
諸
役
琵

除
の
刊
物
を
奥
へ
た
が
、
そ
の
書
中
に
実
正
先
刊
の

旨
に
任
せ
と
あ
る
か
ら
、
三
郎
太
夫
の
組
先
が
利
家

に
旅
せ
ら
れ
て
居
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
い
で
利

長
が
慶
長
十
年
老
を
富
山
城
に
養
う
た
時
の
士
帳

に
、
舞
々
武
右
衛
門
の
名
の
見
え
る
の
は
、
亦
幸
若

で
あ
っ
た
ら
う
。
利
常
は
猿
に
こ
の
舞
曲
を
賞
翫
し

た
が
、
寛
永
中
江
戸
辰
ロ
の
邸
で
、
弁
上
清
兵
衛
が

コ
ウ
ー
ー
コ
カ

有
海
太
郎
左
衛
門
を
殺
害
し
た
後
、
一
夜
幸
若
や
・
語

ら
せ
た
が
、
そ
の
時
世
子
光
高
、
太
郎
左
衛
門
の
弟

孫
作
を
召
し
、
八
島
の
曲
は
孫
作
に
聞
か
し
む
る
に

忍
び
ず
と
て
、
査
を
賜
う
て
務
涙
し
た
と
あ
る
。
但

し
こ
の
幸
若
の
名
は
知
れ
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
所
傍
の

内
容
に
は
多
少
の
異
設
も
あ
る
。
光
高
の
時
に
は
亦

幸
若
を
業
と
す
る
も
の
に
伊
藤
八
右
衛
門
・
伊
藤
八

左
衛
門
が
あ
っ
て
、
侯
は
腿
之
を
召
し
た
が
、
そ
の

卒
後
扶
持
を
失
う
て
、
入
左
衛
門
は
死
し
、
八
右
衛

門
は
他
凶
に
流
浪
し
、
後
館
っ
て
畿
か
に
長
氏
の
扶

持
を
得
た
。
叉
利
常
の
蒐
護
小
訟
に
於
い
て
は
幸
若

九
左
衛
門
・
小
四
郎
笑
子
が
あ
っ
て
毎
夜
侯
の
舵
銭

前
之
を
演
ず
る
を
例
と
し
、
高
治
元
年
侯
の
俄
か
に

諾
じ
た
の
も
、
九
左
衛
門
が
演
奏
の
終
っ
た
後
で
あ

っ
た
。
山
本
基
府
の
夜
話
録
に
小
左
衛
門
に
作
っ

て
ゐ
る
の
は
‘
こ
の
九
左
衛
門
の
こ
と
で
あ
ら
号
。

然
る
に
九
左
衛
門
も
利
常
総
後
は
織
や
・
失
ひ
、
実

和
中
に
は
道
心
者
と
な
っ
て
他
の
門
戸
に
立
っ
た

と
い
は
れ
る
。
こ
の
穂
の
護
人
の
他
よ
り
入
り
来

る
こ
と
は
、
寛
文
四
年
七
用
の
建
都
に
、
『
最
前
被

仰
出
候
人
形
廻
し
・
を
ど
り
子
、
強
他
闘
の
鹿
捌
・

舞
々
‘
無
政
も
の
L

宿
か
す
義
停
止
。
』
と
い
ふ
に

よ
っ
て
防
温
せ
ら
れ
、
迭
に
そ
の
跡
脅
消
し
た
と
思

は
れ
る
。

ゴ
Z
イ
ド
ウ

E
m殿
堂
肘
ェ
ィ
石
川
端
山
島
郷

に
臨
す
る
都
務
。
御
影
堂
の
義
で
あ
る

O
R永
誌
に
、

こ
の
村
に
坊
屋
敷
と
い
ふ
地
が
あ
っ
て
、
昔
照
閣
寺

が
あ
っ
た
と
し
、
加
賀
古
跡
志
に
は
今
金
持
商
本
願

寺
別
院
境
内
の
照
園
寺
の
萄
地
で
あ
る
と
す
る
。

コ
Z
キ
セ
イ
ギ
古
易
精
義
一
加
。
新
井
白
蛾

箸
。
此
の
書
は
八
卦
六
十
四
卦
ロ
諜
の
秘
本
で
、
設

卦
の
外
偲
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。

2

Z
キ
セ
イ
ギ
シ
ナ
ン
古
易
精
義
指
南
二
珊
。

新
井
白
蛾
著
。
此
の
容
は
毎
卦
六
交
に
分
か
ち
、
箆

卦
と
乗
合
せ
て
忽
意
宥
策
く
し
、
易
閉
山
の
排
用
に
備

へ
ん
が
錫
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。

2

Z
キ
セ
イ
ギ
ダ
イ
ゼ
ン
古
易
精
義
大
金
三

蹄
。
新
井
白
蛾
務
。
先
に
梓
行
し
た
古
易
精
義
と
‘

古
易
精
義
指
南
と
を
合
巻
と
し
て
、
更
に
上
木
し
た

も
の
で
あ
る
。

コ
Z

キ
ダ
ン
古
易
断
内
総
十
加
。
安
永
四
年

新
井
白
蛾
答
。
初
に
易
壊
の
要
領
宇
一
視
し
、
易
経
古

今
百
家
の
僻
註
令
制
め
‘
そ
の
異
聞
得
失
宥
排
じ
、

卦
ご
と
に
占
の
翻
や
・
附
し
て
、
古
易
の
液
奥
や
・
示
し

た
も
の
で
、
間
五
年
上
梓
し
た
。
叉
外
編
十
ご
加
も

白
蛾
の
諮
で
は
あ
る
が
、
そ
の
易
質
の
後
、
文
政
四

年
曾
孫
新
井
直
の
剤
捌
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

コ
Z
キ
ダ
ン
ジ
ヂ
ン
古
易
断
時
言
四
加
。
新

井
白
蛾
務
。
先
に
帯
し
た
古
易
衡
を
取
捨
増
補
し
、

六
十
四
卦
三
百
八
十
交
に
、
悉
く
人
事
の
吉
凶
占
静

止

V
・
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

コ
エ
キ
ツ
ウ
古
易
週
二
十
加
。
新
井
自
蛾
者
。

古
易
に
闘
す
る
俄
論
で
、
若
者
の
泊
稿
で
あ
ろ
。

ヨ
エ
ト
越
渡

M
ィ
胤
煎
榔
櫛
陥
庄
に
屈
す

る
都
wm

。

ゴ
オ
ウ
セ
キ
謹
磁
石
白
山
賂
添
ロ
稜
路
の
讃
，

水
の
傍
に
在
る
。
白
山
記
に
、
『
共
汲
v
水
道
右
有
二

大
石
刊
高
時
往
復
有
v
煩
。
袋
脱
=
行
持
抑
制
帽
-
有
国
行

人
ゴ
披
=
彼
水
-
時
.
石
有
v
煩
。
故
以
=
呪
カ
-
加
=
持
之
刊

金
剛
積
子
投
=
此
石
刊
共
石
遊
謹
有
v
之
。
共
後
名
=
髄

臨
.
右
刊
上
下
向
人
見
v
之
手
飼
v
之
照
一
式
。
健
金
剛
鷲

子
，
御
手
，
間
給
石
也
。
願
震
=
得
脆
総
-
歎
云
々
。
御

山
簸
験
抹
勝
，
故
、
行
人
呪
カ
葉
大
者
歎
。
』
と
記
す

る。
コ
カ
イ
キ
ヨ
ウ
シ
ン

E
海
匡
津
金
探
臨
調
宗

貧
困
寺
十
九
代
の
住
持
。
生
闘
は
丹
州
。
明
和
六
年

十
二
月
越
前
府
中
龍
泉
寺
よ
り
遜
山
し
、
安
永
六
年

九
用
隠
居
、
寛
政
二
年
二
周
サ
九
回
避
化
し
た
。

ゴ
カ
オ
モ
テ
亙
ケ
表
↓
キ
ム
シ
ロ
附
鑑
。

ゴ
ガ
タ
互
譲
河
北
郡
停
mm
寺
の
住
持
で
、
虎

哉
と
観
し
た
。
検
強
惇
に
し
て
夜
中
山
行
す
る
も
畏

れ
ず
。
後
庭
に
群
芳
を
植
ゑ
て
繁
と
し
、
認
俄
思
や
・

風
維
に
留
め
、
富
国
景
周
と
親
交
が
あ
っ
た
。

コ
ガ
サ
キ
子
ヶ
幡
期
羽
咋
郡
風
戸
の
部
wm
か
ら

南
方
の
岬
。

ゴ
カ
シ
ョ
ウ
豆
箇
庫
石
川
郡
に
も
剥
北
部
に

も
在
っ
た
。
謹
如
が
究
明
三
年
七
月
十
六
日
附
の
帖

外
御
文
に
、
『
文
明
第
三
炎
天
の
こ
ろ
、
加
州
加
ト
都

荒
ヶ
の
庄
の
内
か
と
よ
云
々
。
』
と
あ
る
は
澗
北
怖
で

あ
る
が
、
室
町
家
内
替
案
永
正
二
年
十
周
九
日
附
伊

勢
右
京
亮
宛
所
の
も
の
に
、
『
料
所
加
州
袈
簡
庄
壊
、

依
奉
公
之
努
、
止
料
所
之
披
充
行
候
。
永
可
令
領
知

者
也
。
』
と
あ
る
の
は
何
れ
の
郡
と
も
判
ら
ぬ
。

ゴ
カ
シ
ョ
ウ
五
ケ
庫
務
政
時
代
に
、
金
浦
郷
・

湯
涌
郷
・
綾
周
庄
が
石
川
・
河
北
郡
に
跨
る
の
は
、
も

と
剥
北
部
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
一
部
の
.
石
川
部

に
画
し
た
憶
に
、
後
世
分
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
宋
ケ
庄
の
爾
郡
に
在
る
の
は
地
峨
互
に
接
約
せ
ぬ

か
ら
、
初
か
ら
同
名
別
庄
で
あ
ら
う
。
そ
の
.
石
川
部

の
宋
ケ
庄
に
は
、
大
夜
間
山
・
石
坂
・
中
・
噌
泉
・
糸
旧
の

五
ヶ
村
が
あ
b
、
金
棒
の
城
下
石
坂
町
・
千
田
町
附
近

も
、
も
と
は
こ
の
庄
の
地
域
で
あ
っ
た
と
言
は
れ

る
。
叉
河
北
部
の
頁
ヶ
庄
に
は
字
国
・
忠
縄
・
北
森

下
・
今
町
・
ご
日
市
・
静
川
・
八
幡
・
用
影
・
梅

m・
観
法

寺
・
同
省
出
・
竪
凹
・
深
谷
・
四
坊
高
坂
・
固
ま
寺
・
縞
品
・

小
野
・
地
代
・
千

J

杉
・
鼓
筒
・
向
山
・
切
山
・
小
池
・
河
原

市
・
不
動
寺
・
梨
，
木
・
鳴
瀬
・
宮
野
・
朝
日
・
牧
・
堀
切
・

琴
・
上
平
・
灘
下
松
根
・
中
尾
・
常
徳
・
松
根
・
南
千
.
石
・

北
千
石
・
今
泉
・
土
子
原
・
曲
子
原
・
竹
叉
・
東
原
協
原
・

二
九
九


